
市街化調整区域における許可等までの手続フロー

建築物を建築するとき

事前相談書の提出

都計法34条に該当す
る建築物で開発行為の
ないもの

都計法43条
建築許可申請

都計法３４条に該当す
る建築物で開発行為の
あるもの

左記以外の建築物

都計法29条
開発許可申請

建築できません

許可

開発審査会

許可

着手届

工事完了届

都計法３７条
建築承認

検査済証

完了公告

建築確認申請

行為完了届 工事完了届

検査済証

完了公告

都計法４１条
建築物の特例許可申請

都計法４２条
予定建築物以外の建築
等許可申請

開発審査会

許可不要の建築物
• 農家住宅
• 小規模な日用品店
舗等

• 用途変更のない増
改築

• 旧住宅地造成事業
区域内で行う建築

など

開発審査会

許可


